春日市スポーツ施設等使用団体登録に関する確認事項
（申請時確認後添付提出）

令和　　年　　月　　日　

団体名　　　　　　　　　　　　　　　
代表者     　　　　　　　　　　　　

以下事項の☐を全て確認し、✔をつけたうえで申請してください。

【登録資格】　以下の要件すべてに該当する団体が登録できます。
☐　登録決定後は、春日市スポーツ施設等の使用に係る使用者登録に関する要綱（平成2年10月告示第233号)を遵守し、施設を適切に使用することを確約します。
☐　５人以上の団体です。
☐　成年者、その他スポーツ施設等の使用申請を有効に行うことができる者が代表者です、
☐　次のいずれかに該当します。　以下の４項目の該当するものに✔をする。
☐　当該団体の全ての構成員が登録団体のものと一致する。
☐　当該団体の名称及び代表者が登録団体のものと一致する。
☐　当該団体の名称及び過半数の構成員が登録団体のものと一致する。
☐　当該団体の代表者及び過半数の構成員が登録団体のものと一致する。
　☐　構成員の過半数が他の登録団体の構成員と重複していません。
　☐　団体の代表者および構成員のいずれも暴力団との一切の関わりがありません。

【ID番号発行について】
☐　使用団体登録が完了したら団体ID番号を発行します。発行は、文化スポーツ課での受付日から７日後を目安に発行します。
☐　予約等はこのID番号と団体が設定したパスワードで行うこととなりますので、管理にはお気を付けください。
☐　平日の午後５時以降及び、土日・祝日に提出された申請書は、翌営業日が受付日となります。年末年始やゴールデンウィーク等の大型連休をはさむ場合は、発行日が異なります。
☐　令和８年度分登録受付のスケジュールは次のとおりです。
　　２月１７日～３月１３日受付分　⇒　３月３１日までに随時発行
[bookmark: _GoBack]３月１４日以降受付分　　　　　⇒　４月　７日以降に随時発行

※ 個人情報につきましては、団体登録事務および団体の活動内容を市民等に案内するために使用するものであり、その他の目的には一切使用しません。

※　不明な点は、文化スポーツ課スポーツ担当（092-571-3247）へお問い合わせください。
